
宮代町国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要 

 【概要】 

 

 

 

 

 

【改正内容】                                                                     （下線部分が改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金） 

１及び２ （略） 

３ 給与等（所得税法（昭和４３年法律第２３号）第２８条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康保険法（大正１１年法律第７０

号）第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）

の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することが

できないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国か

ら世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに

報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）に感

染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる

ときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から

起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間

のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支

給する。 

４～８ （略） 

附 則 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金） 

１及び２ （略） 

３ 給与等（所得税法（昭和４３年法律第２３号）第２８条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康保険法（大正１１年法律第７０

号）第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）

の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することが

できないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年

法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染

症                                                         

                                に感

染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる

ときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から

起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間

のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支

給する。 

４～８ （略） 

 

 参 考 

  ①新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に支給する傷病手当金（令和２年度実績 3件・378,038円） 

支 給 対 象 
 被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている方で新型コロナウイルスに感染又は発熱等の

症状により感染の疑いがあるため、仕事ができなかった期間がある方 

支 給 日 数 
 仕事をすることができなくなった日から起算して３日を経過した日から仕事ができない期間のうち勤

務を予定していた日 

1日あたりの支給額 (直近の継続した３月間の給与収入の合計額÷就労日数)×２/３で計算した額 

適 用 期 間 
令和２年１月１日から令和３年９月３０日の間で仕事に就くことができない期間（入院等が継続する場

合は最長１年６か月まで） 

 

    ②新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免（令和２年度実績 7,352,600円） 

支 給 対 象 
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重い傷病を負った世帯の方 ⇒ 全額免除 

・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方   ⇒ 一部減額 

減   額   要   件 

主たる生計維持者の 

ア：事業収入、給与収入、不動産収入のいずれかが前年の収入に比べて30％以上減少する見込み 

イ：前年の合計所得金額が1,000万円以下 

ウ：収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下 

※全ての要件を満たした方が減免の対象 

減     免     額 

保険税の減免額は、減免対象保険税額(Ａ×Ｂ/Ｃ)に減免割合(Ｄ)をかけた金額となる 

《減免対象の保険税額(Ａ×Ｂ/Ｃ)》 

Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保険税額 

Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額 

Ｃ：主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 

Ｄ：主たる生計維持者の所得金額に応じた減免割合 

減   免   割   合 

 

主たる生計維持者の合計所得金額 減免割合 

300万円以下の場合 100％ 

400万円以下の場合 80％ 

550万円以下の場合 60％ 

750万円以下の場合 40％ 

1,000万円以下の場合 20％ 

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得に関わらず対象保険税の全部を免除 

【令和３年６月議会関連】 
 新型コロナウイルス等特別措置法（平成２４年法律第３１号）が改正され、同法附則第１条の２が削除されたことに伴い、当該条項

を引用している国民健康保険条例の一部を改正する条例が６月議会で承認された。 
  

内 容 

  新型コロナウイルス感染症の法における位置付けの変更 
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対象と な る保険税 令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに納期が到来する保険税 

国 県 負 担 割 合 
令和２年度 国100％（特別調整交付金40％・災害時臨時特例補助金60％） 

令和３年度 国40％（特別調整負担金）・県30％（特別交付金（県繰入金））・町30％ 

 


